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令和５年８月吉日 

関 係 各 位 

 

港区 街づくり支援部土木課長 海老原 輔 

 

公園・児童遊園での花火の利用について（試行）（周知） 

 

 猛暑の候、時下ますますご清栄のこと、お慶び申し上げます。 

平素は格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、港区では、夏の風物詩でもある「花火」は、火気の問題、煙の問題、

騒音の問題、ゴミの問題など、これらの行為により、近隣に住む方や公園利用

者などへの迷惑行為とされ、港区内での公園での花火の使用は基本的に禁止し

ています。 

しかしながら、区民の皆様からは「花火が出来る場所はありませんか？」「夏

だけでも子どもたちに花火をさせてあげたい。」「花火をするマナーは守ります

から。」など、親御さんからの意見も、多く寄せられています。港区では、これ

らの声も踏まえ他の自治体の状況を確認した結果、近年、手持ち花火程度の花

火の使用を、公園での遊びの１つとして認めている自治体が多いことを確認し

ました。 

そこで、港区として、令和５年度の小学校等の夏休みの期間中に、地域の子

どもたちの夏の思い出づくりのため、にぎわい創出につながる公園等の活用の

一環として、花火の利用を認めます。 

 つきましては、本趣旨をご理解の上、ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

添付資料 １部 

 

問合せ先 

【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】 

港区 街づくり支援部土木課土木計画係     TEL 03－3578－2218 

 

【試行場所及び団体使用における許可申請手続について】 

  港区 芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－3578－3104 

     麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－5114－8815 

     赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－5413－7038 

     高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－5421－7664 

     芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－6400－0017 



公園・児童遊園での花火の利用について（試行） 

 

（試行内容） 

１ 試行期間 令和 5 年 8 月 10 日（木）～8 月 31 日（木） 

       （利用時間：午後 6 時～午後 8 時まで 準備から撤収を含む） 

 

２ 試行場所 区が選定した花火の利用が可能な公園・児童遊園 

        （各地区総合支所まちづくり課にご確認ください。） 

 

３ 利用対象者 原則として公園・児童遊園内では火気の使用は禁止しています

が、手持ち花火程度を子どもを含む少数で行うことができます。 

ただし、町会及び自治会、PTA、保育園等、多様な主体と連携し

て交流、地域の魅力向上やにぎわい創出に繋がる活動を行う団

体での利用は、各地区まちづくり課に公園使用許可申請書等（消

防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出を含む）を提出

し許可を得ることとします。 

        ※団体等での利用の際は以下の条件を満たす必要があります。 

         ①必ず成人の責任者を配置すること。 

         ②責任者が安全管理を徹底すること。 

         ③責任者は事故やケガ等の対応を行うこと。 

         ④近隣周辺への周知をすること。（団体でのイベントの内容

を踏まえて支所で判断） 

なお、団体の場合、花火を利用できる公園等がさらに限られます

ので、詳細等は問い合わせ先にご相談ください。 

 

４ 使用できる花火 手持ち花火程度 

 

５ 花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。 

① バケツに水を汲んで用意すること。 

② 周りを含め、火が燃え移る可能性のある場所（芝生地、植込み付近等）で

は行わないこと。 

③ 花火等のごみは、全て持ち帰ること。 

④ 打上げ花火やロケット花火など、音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣の住

民や他の公園利用者の迷惑になるので禁止。 

⑤ 花火を持って、走り回らない、振り回さないこと。 



⑥ 使用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること。 

⑦ 近隣の住民や公園利用者に迷惑のならないようにすること。 

⑧ 近所から苦情を受けた場合は即中止すること。 

⑨ 必ず保護者が付き添うこと。 

なお、花火に関する苦情などあった場合、苦情などのあった公園等での花火

の利用（試行）を中止します。 

 

【イメージ】 

     

 

 



花火ができる公園・児童遊園一覧　　　試行期間：令和５年８月１０日（木）～８月３１日（木）

※団体イベントは公園等の規模や申請内容等により使用できないことがあります。

地区名 公園 児童遊園

芝地区

・本芝公園
・塩釜公園
・南桜公園
・芝公園

・金杉橋児童遊園
・芝新堀町児童遊園
・三田二丁目児童遊園
・浜松町四丁目児童遊園
・西久保巴町児童遊園

麻布地区

・狸穴公園
・有栖川宮記念公園
・笄公園
・三河台公園
・六本木西公園
・網代公園
・新広尾公園
・飯倉公園
・一の橋公園

・笄児童遊園
・東麻布児童遊園

赤坂地区

・一ツ木公園
・高橋是清翁記念公園
・青葉公園
・青山公園
・氷川公園

・北青山一丁目児童遊園
・桑田記念児童遊園

高輪地区
・亀塚公園
・高輪公園

・三田松坂児童遊園
・泉岳寺前児童遊園
・白金志田町児童遊園
・白高児童遊園
・白金台どんぐり児童遊園

芝浦港南地区

・芝浦公園
・プラタナス公園
・東八ツ山公園
・港南和楽公園
・港南公園（Ｂ面）
・お台場レインボー公園

・南浜町児童遊園
・船路橋児童遊園



（住民基本台帳に基づく）

前月差 前年同月差 前月差 前年同月差 人口 世帯数 人口 世帯数

芝浦一丁目 3,615 9 312 2,065 11 234 3,606 2,054 3,303 1,831

芝浦二丁目 4,504 2 914 2,708 1 484 4,502 2,707 3,590 2,224

芝浦三丁目 2,077 7 ▲ 21 1,256 13 ▲ 17 2,070 1,243 2,098 1,273

芝浦四丁目 17,485 179 465 8,590 110 332 17,306 8,480 17,020 8,258

海岸二丁目 1,281 ▲ 4 11 742 ▲ 3 12 1,285 745 1,270 730

海岸三丁目 4,053 1 323 2,878 ▲ 12 287 4,052 2,890 3,730 2,591

芝浦・海岸計 33,015 194 2,004 18,239 120 1,332 32,821 18,119 31,011 16,907

港南一丁目 362 2 ▲ 1 209 2 ▲ 8 360 207 363 217

港南二丁目 2,657 ▲ 1 36 1,412 1 35 2,658 1,411 2,621 1,377

港南三丁目 6,330 7 ▲ 152 3,017 4 ▲ 24 6,323 3,013 6,482 3,041

港南四丁目 10,911 1 164 5,080 2 145 10,910 5,078 10,747 4,935

港南五丁目 571 ▲ 2 20 350 ▲ 2 13 573 352 551 337

港南計 20,831 7 67 10,068 7 161 20,824 10,061 20,764 9,907

台場一丁目 4,581 1 ▲ 15 2,093 ▲ 7 33 4,580 2,100 4,596 2,060

台場二丁目 940 ▲ 59 ▲ 12 455 ▲ 45 5 999 500 952 450

台場計 5,521 ▲ 58 ▲ 27 2,548 ▲ 52 38 5,579 2,600 5,548 2,510

地区計 59,367 143 2,044 30,855 75 1,531 59,224 30,780 57,323 29,324

港区総数 265,572 271 7,129 152,329 136 5,525 265,301 152,193 258,443 146,804

※世帯数については日本人のみ集計

　　　　　　　　　　令和5年7月　　芝浦港南地区の人口・世帯数　　　　　                 

前年同月（令和4年7月）
町・丁 人口 世帯数

前月（令和5年6月）


